
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 期工事の完成予定日再変更 

工事場所 世田谷区世田谷４丁目２１番（東敷地）、２２番（西敷地） 

工事期間 
【変更前】 １期工事：令和３年７月～令和５年 ９月末まで 

【変更後】 １期工事：令和３年７月～令和６年 ３月末まで（6ヶ月延伸） 

工事受注者 大成建設株式会社 東京支店 

202３年 
６月 

Jun.202３ 
 

本庁舎等整備Ｎｅｗｓ ＜第２２号＞  

世田谷区 

最新情報をお届けします！ 

日頃より、世田谷区政にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

世田谷区本庁舎等整備工事の 1期工事の完成予定日については、本庁舎等整備 News２０号にて、

２か月延伸した上で令和５年９月末、とご案内していましたが、工事受注者からの再度の工程延

伸の申し入れがあり、令和６年３月末に再変更いたします。 

区民や関係者の皆様には、ご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。 

区では、この間、第三者専門家を交えた、工程延伸に至った経緯等の検証、工程延伸の理由な

どの確認作業を行い、今後の工事工程における工程管理及び品質確保の徹底とともに、今後、同

様な事態に陥らないよう対策強化を工事受注者に求めました。 

２・３期の完成予定日については、７月中旬に工事受注者から報告を受ける予定です。その後、

第三者専門家を交えた検証を行った上で、区ＨＰや本庁舎等整備 Newsなどを通じ区民や関係者に

お知らせします。 

工事の施工に際して、引き続き、ご近隣・地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一

で進めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

＋プラスワン 
■これまで発行した本庁舎等整備 Newsや工事 News は区 HPをご覧ください。 
■工事の概要や作業所 HPへのリンクを区 HPで公開しています。ぜひご覧ください。 

 トップページ ＞ 目次から探す ＞ 区政情報 ＞区の政策 ＞ 方針 ＞本庁舎等整備について 
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世田谷区 庁舎整備担当部 庁舎管理担当課  

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷 4丁目 21番 27 号 

電話 03-5432-2088 ファクシミリ 03-5432-3006 

 本庁舎等整備１期工事の完成予定日の再変更について 

 

 


